
 

 

 
 
８月末の岐阜県の緊急事態宣言に伴い，坂下高校ではオンライ

ンで２学期が始まりました。直接顔を合わせて話をすることはで
きませんが，オンラインで元気な姿を互いに確認しています。日
常的にＩＣＴを使用した授業を行
っている効果もあり、生徒たちも
授業やテストをオンラインで行う
ことに慣れてきました。今後も見
通しが立ちにくい世の中ですが、
登校できる日を心待ちにしなが
ら、学びが止まらないように自分
たちの力で頑張っています！ 

 
８月30日（月）～９月３日（金）の５日間、中学

校の図書室を会場として、『夏休み作品展』を開催し

ました。残念ながら保護者や地域の方々にご参観い

ただく機会は設けられませんでしたが、長い夏休み

の時間を利用して創り上げた様々な教科の力作が勢

揃いしました。生徒たち

は、学級ごとの分散見学

や休み時間を利用して、

仲間の作品のよさを学

び合うことができまし

た。 
 

 
 

 
 

夏休み中に取り組んだ作品を体育館に展示し、校内作品展を行

いました。子供たちは心を動かされた作品を見付けると、タブレ

ット端末を使って写真に撮ったり、ワークシートに素晴らしいと

ころを書き込んだりしながらじっくりと鑑賞をしました。 

材料の収集に時間を費やしたと思われる作品、根気よく観察し

続けた研究、生活に役立つ工作、ＳＤＧｓ等関心事を追究してま

とめたもの、その子の得意なことや好きなことを生かした作品な

ど、見応えのある作品ばかりでし

た。作品はもちろんのこと、取組過

程で試行錯誤したことや家族との

関わり等もすべてが夏の素敵な宝

物となりました。 

 
 
 

 

８月 26日（木）に８月生まれの誕生会を行いまし

た。緊急事態宣言が出ていたので各クラスに担当保

育士が出向きお祝いしたり、マジックを見たりと楽

しみました。マジックでは何も入っていないはずの

ペットボトルの中に水を入れて振ると色が変わると

いうもので、子

どもたちはど

うして色が変

わるのかなと

不思議そうな

顔をしていま

した。 

   
 

ごみの収集日 

燃 え る ご み 毎週 月・木曜日 

燃えないごみ 10 月 06 日(水) 

資源・硬質ごみ 10 月 13 日(水) 

大 型 ご み 10 月 15 日(金) 

有 害 ご み 10 月 27 日(水) 
 

日 曜日 行事名 時 間 場 所 

9 土 やさかふるさと花火大会 19:00～19:30 打上げ：きりら坂下の木曽川対岸 

16 土 曽我五郎十郎翁顕彰祭 11:30～ 坂下神社 

20 水 

いきいき元気教室 13:30～15:00 坂下公民館３階大会議室 

行政･人権相談 13:30～15:00 坂下総合事務所第２庁舎 

23 土 保育園運動会 9:00～ 坂下保育園 

26 火 定例区長会 13:30～ 坂下総合事務所 ４階 

28 木 やさか地区農業委員会・農地相談 09:30～ 坂下総合事務所 

人口と世帯数 

（令和３年９月１日現在） 

人口 
４，２７５人(前月比 ６人減) 

男 ２，０７０人 、女 ２，２０５人 

世帯数 １，６８４世帯(前月比 １世帯減) 

 

 

慶弔のお知らせ 
８月11日から９月10日の 
坂下総合事務所への届出分 

 

《１０月の主な行事》

 
●ご逝去  

      （敬称略） 

吉 村
よ し む ら

 久 男
ひ さ お

 (95 歳) 大  門 

小 畑
お ば た

 勇
いさむ

 (94 歳) 上 外 

吉 村
よ し む ら

 郁 夫
い く お

 (83 歳) 握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

坂下高校生 坂下老人保健施設で介護実習！ 

坂下老人保健施設では、将来介護福祉士を目

指す高校生の介護実習を受け入れています。 

７月７日（水）から22日（木）まで、坂下高

校福祉科３年生２名が介護実習に来られ、職員

の指導のもと食事介助、入浴介助、車椅子移動、

レクリエーションなどを通して、介護業務の理

解を深め、高齢者とのコミュニケーションの大

切さを学ばれました。 

坂下老健職員一同、これからも坂下高校と介

護現場をつなぎ、将来地元で活躍する介護福祉

士として出会えることを楽しみにしています。 

【感 想】 
 

坂下高校福祉科３年生 
 

原 菜月さん：「今回の実習は、３年生で最後の実習でした。学校の実技で学んだことプラス現場で職員さ

んに教えていただいた事を来年の進路先で活かしていきたいです。」 
 

田川瑞穂さん :「今回の実習では、入浴介助の方法を学ばせていただきました。それ以外にもたくさんのこと

を学ばせていただいたので、そのことを思い出しながら今後の学校生活で活かしていきたい

です。」 

▲ 介護実習（レクリエーション） 

※令和３年９月現在、新型コロナウイルス感染対策のため介護実習受入を一時休止しています。 

７月24日（土）から８月22日（日）まで、山口・坂下・川上の公民館

図書室をめぐるイベントを開催しました。 

やさか地区のそれぞれの図書室を知ってもらい、夏休み中の子どもの

読書活動の推進を目的に、中津川市青少年健全育成推進市民会議やさか

各支部と公民館が主催しました。 

それぞれの図書室に置かれたパーツを集めた子には、本を入れるのに

ぴったりのエコバッグをプレゼント！借りた本をさっそく入れてくれる

子もいました。 

参加した親子からは、他地区の図書室に初めて行く機会になりとても

楽しかったという感想がありました。 
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令和３年に予定されている「衆議院議員総選挙」より、

期日前投票所の場所が次のとおり変更になります。 

 

【変更前】  

「坂下総合事務所第２庁舎」 

【変更後】 

「坂下総合事務所本庁舎」

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

問 坂下総合事務所 75-2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 坂下総合事務所 75-2111 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

８月14日（土）から15日（日）の大雨では、坂下

地区に「避難指示」が発令され、坂下公民館に避難所

が開設されました。土砂災害の危険が高まったこと、

木曽川や川上川の水位が高くなったことから、公民館

には延べ12世帯 32人の方が避難されました。 

避難する際には、広報なかつがわ８月号で同時配布

した冊子「家庭で行う防災訓練」により持ち物を確認

していただき、安全に避難するようにしてください。 

坂下公民館に避難所が開設している期間は、貸館を

含めた公民館施設の利用、図書室の利用や図書の貸し

出しは休止させていただきます。本の返却は公民館玄

関に設置している返却ボックスをご利用ください。 

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解

いただきますようお願いします。 

坂 下 公 民 館 か ら の お 知 ら せ 

（避難所開設時の公民館の利用について） 

受付期間：10月 1日㈮〜29日㈮ 

農振農用地からの除外

には、除外をしたい土地が

その土地でなければなら

ない明確な理由と緊急性

が必要です。 

事前に、農地のわかる図

面や地図、地番のわかる書

類(名寄帳)などをお持ち

になって、坂下総合事務所

へ相談にお越しください。 

 

坂下総合事務所では、毎月、月末の午前９時30分から

農地相談を行っております。地域の農業委員をはじめ、

総合事務所の職員がご相談をお受けします。農地の管理

等について、お悩みの方はぜひご参加ください。 

毎月の開催日は、さかしたタイムズ「主な行事」に掲載

してありますのでご確認ください。 

 変 更 後  期 日 前 投 票 所  案 内 図 ▲ 

期日前投票所の変更のお知らせ 

新型コロナワクチン接種のお知らせ⑦ 

全対象者の予約を開始し、ワクチンの供給量に合

わせ集団・個別接種を進めています。 

詳細については、メール、市ホームページで随時お

知らせします。 

また、12歳から15歳までの方の接種には保護者の

同意と同伴が必要です。ご留意ください。 

■中津川市ワクチンコールセンター 

 ☎0573-65-5100 
☞広報なかつがわ10月号20ページ参照 

＜ワクチン接種後も基本的な感染防止対策を＞ 

中津川市 
ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17日 

 

毎月第３日曜日は「家庭の日」中津川市青少年健全育成推進市民会議 
 
・芸 術 に したしみ いっぱい運 動  しよう 

郷土文化財保存会員 

早川
は や か わ

 英雄
ひ で お

 

＜観音信仰と観音堂３＞ 
 

郷土文化財紹介 

 

  三十三観音像の一部  

左から不空羂索観音、馬頭観音、如意輪観音 

 

 
中津川市指定文化財

「十一面観音木像」 
享保 16 年(1732)、下組

庄屋等により発願造

立、お堂に安置された。

高さ 90ｃｍ 

  握観音堂内部 
中央が十一面観音像 左弘法大師座像と 
十一面観音像を取り巻く三十三観音像 

握自治会の最上部山肌に五社神明(ごしゃしんめい)神社が

望めますが、その直ぐ下方の道路脇に握観音堂があり、十一

面観音菩薩立像と三十三観音像が安置されています。いずれ

も中津川市指定重要文化財です。 

この観音堂は、かつて樵楽山(しょうらくさん)西方寺焼失

(天正10年)後、その役割を補うために創立されたと伝えられ

る東向山光宗寺(こうそうじ)に付随するものでした。光宗寺

はここからさらに南下方にありました。いつの頃か現在地に

移され守られてきますが、「ふるさと握(可知喜八著)」によれ

ば正徳から延享(1711～1750)年間に時の役人吉村八郎右衛門

朝貞(ともさだ)、秋信(あきのぶ)親子が中心となり観音堂へ

観音像を安置し、石垣、石段を整えたとの記録があるそうで

す。このころ上段の神社をも大がかりに改築し五社神明神社

としています。 

 近くに観音畑という字地もあり、観音堂の左には役行者(え

んのぎょうじゃ)座像始め幾つもの石造物が集められていま

すが、この中に四十八夜塔が11基ほど確認できます。念仏講

を熱心に行っていたに違いありません。 

 しばらく前までは、観音堂で数名のご婦人方による講が行

われていました。その日は一重を携帯しお詣りをして世間話

に花が咲く楽しいものであったと聞きます。今は、高齢化で

集まれるご婦人方も居なくなってしまいました。この地域も

信仰の厚い地域であったようです。 

2021 年４月歴史散歩で観音堂を 
見学しました。 
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